
１．　使用量の算定方法

　　　使用量については、次の方法で算定します。

　　　①水道水を使用の場合は、水道の使用水量とします。

　　　②井戸水を使用の場合は、井戸用メ－タ－で測定した使用量とします。

　　　③併用の場合は、①と②を合計した水量とします。

２．　使用料の納付方法

　　　①口座引落し（毎月25日）　※25日が休日の場合は、前営業日となります。

　　　②納付書払い（毎月15日頃発送）　※市役所やコンビニ、銀行等でお支払いいただけます。

３．　使用量の計算　 下水道使用料体系

　左記料金表により算定した額に消費税10％を乗じて

得た額となります。

　　（例1）　月２０㎥使用した場合

　　　　　　　　基本料金　　　1,280円①

　　　　　　　　超過料金　　　12㎥×220円＝2,640円②

　　　　　　　　（①＋②）　× 1.10＝4,312円

　　（例2）　月３０㎥使用した場合

　　　　　　　　基本料金　　　1,280円①

　　　　　　　　超過料金　　　12㎥×220円＝2,640円②

　　　　　　　　　　　　　　　　　10㎥×230円＝2,300円③

　　　　　　（①＋②＋③） × 1.10＝6,842円

下水道使用料早見表　（１ヵ月につき）

【注】　早見表の金額には、消費税相当分（10％）が含まれています。

円円

80 20,922 100 26,642

79 20,636 99 26,356

㎥ ㎥ ㎥ ㎥ ㎥円 円円

20 4,312 40 9,592 60 15,202

78 20,350 98 26,070

19 4,070 39 9,317 59 14,916

77 20,064 97 25,784

18 3,828 38 9,042 58 14,630

76 19,778 96 25,498

17 3,586 37 8,767 57 14,344

75 19,492 95 25,212

16 3,344 36 8,492 56 14,058

74 19,206 94 24,926

15 3,102 35 8,217 55 13,772

73 18,920 93 24,640

14 2,860 34 7,942 54 13,486

72 18,634 92 24,354

13 2,618 33 7,667 53 13,200

71 18,348 91 24,068

12 2,376 32 7,392 52 12,914

70 18,062 90 23,782

11 2,134 31 7,117 51 12,628

69 17,776 89 23,496

10 1,892 30 6,842 50 12,342

9 1,650 29 6,589 49 12,067

22,924

8 28 6,336 48 11,792 68 17,490 88 23,210

22,638

7 （０㎥を含む） 27 6,083 47 11,517 67 17,204 87

22,352

6 1,408 26 5,830 46 11,242 66 16,918 86

22,066

5 基本料金 25 5,577 45 10,967 65 16,632 85

83 21,780

4 24 5,324 44 10,692 64 16,346 84

15,774 82 21,494

3 23 5,071 43 10,417 63 16,060

61 15,488 81 21,208

2 22 4,818 42 10,142 62

金　額 水量 金　額 水量 金　額

1 21 4,565 41 9,867

５０１㎥以上 300円

水量 金　額 水量 金　額 水量

８㎥まで
５１㎥から１００㎥まで 260円

１０１㎥から２００㎥まで 270円

1,280円 ２０１㎥から５００㎥まで 280円

9㎥から２０㎥まで 220円

２１㎥から３０㎥まで 230円

使用水量 ３１㎥から５０㎥まで 250円

下水道使用料 志 摩 市 （ 統 一 料 金 ）

基本料金 超 過 料 金 （１㎥当たり）

（１月当たり） 使　用　水　量 料 金


